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夜 勤 職 員 配 置 加 算

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅰ）

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅱ）

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅱ）

認知症ケア加算

若年性認知症受入加算

保健施設在宅復帰在宅療養支
援加算Ⅰ

保健施設在宅復帰在宅療養支
援加算Ⅱ

外泊時の算定

外泊時サービス利用費用

初期加算（Ⅰ）

施設サービス  料金表

（１）介護サービス料金表　基本型（地域加算を含む）

要 介 護 区 分 状 態
利用者負担１割 利用者負担２割

備　考
利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日 利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日

９４９円 ２８，４７０円 １，８９８円 ５６，９４０円

１，００５円 ３０，１５０円 ２，００９円 ６０，２７０円

８２９円 ２４，８７０円 １，６５８円 ４９，７４０円

８８１円 ２６，４３０円 １，７６２円 ５２，８６０円

利 用 料 ３ ０ 日 利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日

９１１円 ２７，３３０円 １，８２１円 ５４，６３０円

１，０５８円 ３１，７４０円 ２，１１６円 ６３，４８０円

介護サービス料金表　在宅強化型（地域加算を含む）

要 介 護 区 分 状 態
利用者負担１割 利用者負担２割

備　考
利 用 料 １ 日

１，１２１円 ３３，６３０円 ２，２４１円 ６７，２３０円

１，１７６円 ３５，２８０円 ２，３５２円 ７０，５６０円

９９０円 ２９，７００円 １，９８０円 ５９，４００円

１，０６０円 ３１，８００円 ２，１２０円 ６３，６００円

     介護サービス利用料（各種加算）

加算項目
利用者負担１割 利用者負担２割

備          考
利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日 利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日

２６円 ７８０円 ５１円 １，５０５円 夜間職員配置基準を満たした場合算定

２７０円 ５４０円
月一回以上ADL等の評価を行い、計画書の見直しをす
る。　LIFEを用いて提出。必要に応じて提出情報を
活用し、入所日より３ヶ月以内の期間に限る

２０９円 ４１８円 入所日より３ヶ月以内の期間に限る

２５１円 ５０２円
入所日より３ヶ月以内の期間に限り、１週間に３度
を限度とする。退所後生活する居宅又は社会福祉施
設を訪問する。

１２６円 ２５１円
入所日より３ヶ月以内の期間に限り、１週間に３度
を限度とする

８０円 ２，３８３円 １５９円 ４，７６６円
認知症の入所者に対して介護老人保健施設サービス
を行った場合算定

１２６円 ３，７６２円 ２６４円 ７，９０１円 若年性認知症入所者を受入れた場合算定

５４円 １，６２０円 １０７円 ３，２１０円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）イⅠ一、イ
１三、ロ１一、ロ１三を算定する場合

５４円 １，６２０円 １０７円 ３，２１０円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）イⅠ二、イ
１四、ロ１二、ロ１四を算定する場合

３７９円 ７５７円 月６日を限度（基本料金に替えて）

８３６円 １，６７２円 外泊時、施設の在宅サービスを利用した場合

６３円 １，８９０円 １２６円 ３，７８０円
入所日から３０日間算定。急性期医療機関の一般病
棟への入院後３０日以内に老健入所した方



初期加算（Ⅱ）

再入所時栄養連携加算

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算（Ⅰ）

退所時情報提供加算（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅰ）

入退所前連携加算（Ⅱ）

訪問看護指示加算

栄養マネジメント強化加算

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

療養食加算

かかりつけ医連携薬剤調整加
算（Ⅰ）イ

かかりつけ医連携薬剤調整加
算（Ⅰ）ロ

かかりつけ医連携薬剤調整加
算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整加
算（Ⅲ）

緊急時治療管理

所定疾患施設療養費Ⅰ

所定疾患施設療養費Ⅱ

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

認知症ケア推進加算（Ⅰ）

認知症ケア推進加算（Ⅱ）

認知症緊急対応加算

３２円 ９６０円 ６３円 １，８９０円 入所日から３０日間算定

２１０円 ４１８円 再入所時に管理栄養士が連携した場合

４７１円 ９４１円
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療
方針の決定を行った場合※

５０２円 １，００４円
※にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定める
とともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した
場合

４１８円 ８３６円 退所後の療養上の指導を行った場合

５２３円 １，０４５円
居宅に退所した場合　主治医に対して、情報提供を
行った

２６２円 ５２３円
医療機関に退所した場合　主治医に対して、情報提
供を行った

６２７円 １，２５４円
居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービ
ス等の利用方針を定め、必要な情報提供を行った場
合

４１８円 ８３６円 居宅介護支援事業所に情報提供を行った場合

３１４円 ６２７円
訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を
交付した場合

１２円 ３６０円 ２３円 ６９０円 一日につき

３０円 ８７８円 ５９円 １，７５６円
経管により食事を摂取されている入所者の方毎に経
口移行計画を作成し、栄養管理を行った場合

４１８円 ８３６円 一月につき

１０５円 ２０９円 一月につき

９５円 １８９円 一月につき

１１５円 ２３０円 一月につき

７円 ６３０円 １３円 １，１２９円 1食当たり、30日は90食で計算　1日に3回を限度

１４７円 ２９３円 入院前の主治医と連携した場合　一回限り

７４円 １４７円 一回限り

２５１円 ５０２円 一回限り（LIFEに提出）

１０５円 ２０９円 一回限り（退所時に1種類以上減薬）

５４２円 １，０８３円
入所者の病状が著しく変化した時に緊急的な医療行
為を行った場合

２５０円 ５００円
別に厚生労働大臣が認める入所者（※1）に対し、投
薬、注射、処置等を行った場合

５０２円 １，００４円
上記に対して、医師が感染症対策に関する研修を受
講していること

４円 ９４円 ７円 １８９円 専門的な認知症ケアを行った場合

５円 １２６円 ９円 ２５１円

専門的な認知症ケアを行った場合
医師が、認知症状を認め、緊急入所が適当と判断し
た者に対して、入所した日から７日間を限度として
算定

１５７円 ３１４円 一回限り

１２６円 ２５１円 一回限り

２０９円 ４１８円

専門的な認知症ケアを行った場合
医師が、認知症状を認め、緊急入所が適当と判断し
た者に対して、入所した日から７日間を限度として
算定
認知症のおそれのある入所者を専門的な医療機関に
紹介した場合



リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算（Ⅰ）

リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算（Ⅱ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅰ）

排せつ支援加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅲ）

自立支援推進加算

科 学 的 介 護 推 進 体 制 加 算
（Ⅰ）

科 学 的 介 護 推 進 体 制 加 算
（Ⅱ）

安全対策体制加算

高齢者施設等感染対策向上加
算（Ⅰ）

高齢者施設等感染対策向上加
算（Ⅱ）

新興感染症等施設療養費

生 産 性 向 上 推 進 体 制 加 算
（Ⅰ）

５６円 １１１円 一月につき

３５円 ６９円 一月につき

４円 7円

イ、施設入所時等に評価するとともに、少なく
　　とも　　三月に一回、評価を行い、その評
　　価結果等を厚生労働省に提出
ロ、イの評価をもとに褥瘡が発生するリスクが
　　あるとされた入所者等ごと多職種共同で褥
　　瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成してい
　　ること
ハ、褥瘡ケア計画に従い、褥瘡管理を実施。ま
　　た定期的に記録をしている。
二、イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、
　　褥瘡ケア計画の見直しをしている。

１４円 ２８円

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の要件をいずれも適合
し、イの評価を基に施設入所時に褥瘡発生リスクが
あるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと

一月につき1回　ＬＩＦＥ　前提

１１円 ２１円

イ、 排せつ介護を要する入所者ごとに要介護状
　　態の軽減の見込みについて、医師又は医師
　　と連携した看護師が施設入所時等に評価す
　　るとともに少なくとも六月に一回評価を行
　　い、その評価等を厚生労働省に提出し、排
　　泄支援にあたって当該情報等を活用してい
　　ること
ロ、 イの評価の結果、多職種にて排泄に介護を
　　要する原因を分析し、それに基づいた支援
　　計画を作成支援を継続して実施しているこ
　　と
ハ、 イの評価を基に少なくとも三月に一回、支
　　援計画を見直していること

一月につき1回　ＬＩＦＥ　前提

１６円 ３２円

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設にて
要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時
と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改
善するとともにいずれにも悪化がないかつ、オムツ
使用あり使用なしに改善していること

一月につき　ＬＩＦＥ　前提

２１円 ４２円 一月につき

３１４円 ６２７円 一月につき　ＬＩＦＥ　前提

４２円 ８４円

入所者利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔状
態、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に
係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること

一月につき　ＬＩＦＥ　前提

６３円 １２６円

入所者利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔状
態、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に
係る基本的な情報と疾病の状況及び服薬情報を厚生
労働省に提出していること

一月につき　ＬＩＦＥ　前提一月につき

２１円 ４２円 一回に限り

１１円 ２１円 一月につき

６円 １１円 一月につき

２５１円 ５０２円 一月に一回5日を限度

１０５円 ２０９円 一月につき



生 産 性 向 上 推 進 体 制 加 算
（Ⅱ）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算
（Ⅰ）

協力医療機関連携加算２

項    目

二人部屋

日用品費

教養娯楽費

洗濯機

乾燥機

TVカード

文書料

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師
又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保して
いること。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合にお
いて、診療を行う体制を常時確保していること。
③入所者等の病状が急変した場合等において、入院
を要すると認められた入所者等の入院を原則として
受け入れる体制を確保していること。※協力医療機
関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等
の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催して
いること。

１０５円５３円協力医療機関連携加算１

居住費

４８７円 １４，６１０円 利用者負担段階 第４段階の方

４３０円 １２，９００円 利用者負担段階 第３段階～第２段階の方

０円 ０円 利用者負担段階 第１段階の方

食費

１，５８０円

１１円 ２１円 一月につき

２３円 ６９０円 ４６円 １，３８０円
介護職員の総数のうち介護福祉士80％以上
勤続10年以上の介護福祉士35％以上

１９円 ５６５円 ３７円 １，１２９円 介護職員の総数のうち介護福祉士60％以上

７円 １８９円 １３円 ３７７円 直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上30％以上

所定単位数×75／１０００

※  基本費用と加算の合計に対し介護職員等処遇改善加算の7.5％を乗じたものがサービス利用料の合計金額となります。

※１ イ．肺炎の者、ロ．尿路感染症の者、ハ．帯状疱疹の者、二．蜂窩織炎の者、ホ．慢性心不全

（２）その他の利用料

利用料１日 利用料３０日 備          考

６円 １１円 上記以外の協力医療機関と連携している場合

４７，４００円 利用者負担段階 第４段階の方

１，３６０円 ４０，８００円 利用者負担段階 第３段階②の方

６５０円 １９，５００円 利用者負担段階 第３段階①の方

１，０００円 ３０，０００円 特別な室料  希望された場合

１００円 ３，０００円 日常生活に要する費用

３９０円 １１，７００円 利用者負担段階 第２段階の方

３００円 ９，０００円 利用者負担段階 第１段階の方

７０円 ２，１００円 レクリエーション費用

理容代

１，２００円 カットのみ

１，７００円 カット・顔そり

１００円／３０分 利用された場合コイン式にて徴収

３０００円／１枚 カード販売機にて販売

２，０００円 カット・シャンプー・顔そり

２００円／１回 利用された場合コイン式にて徴収

１，０００円～／１通



要    介    護    １

要    介    護    ２

要    介    護    ３

要    介    護    ４

要    介    護    ５

要    介    護    １

要    介    護    ２

要    介    護    ３

要    介    護    ４

要    介    護    ５

夜 勤 職 員 配 置 加 算

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅰ）

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅱ）

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算

認知症ケア加算

若年性認知症受入加算

保健施設在宅復帰在宅療養支
援加算Ⅰ

保健施設在宅復帰在宅療養支
援加算Ⅱ

外泊時の算定

外泊時サービス利用費用

初期加算（Ⅰ）

初期加算（Ⅱ）

再入所時栄養連携加算

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

（１）－２　介護サービス料金表　基本型（地域加算を含む）　利用者負担３割

要 介 護 区 分 状 態
利用者負担３割

備　考
利 用 料 １ 日 利 用 料 ３ ０ 日

２，８４７円 ８５，４１０円

３，０１３円 ９０，３９０円

２，４８６円 ７４，５８０円

２，６４３円 ７９，２９０円

３，１７３円 ９５，１９０円

介護サービス料金表　在宅強化型（地域加算を含む）

要 介 護 区 分 状 態
利用者負担３割

備　考
利 用 料 １ 日

２，９６９円 ８９，０７０円

３，１７９円 ９５，３７０円

利 用 料 ３ ０ 日

２，７３１円 ８１，９３０円

加算項目
利用者負担３割

備          考
利用料１日 利用料３０日

３，３６１円 １００，８３０円

３，５２７円 １０５，８１０円

介護サービス利用料（各種加算）

７６円 ２，２８０円 夜間職員配置基準を満たした場合算定

８０９円
月一回以上ADL等の評価を行い、計画書の見直しをす
る。　LIFEを用いて提出。必要に応じて提出情報を
活用し、入所日より３ヶ月以内の期間に限る

６２７円 入所日より３ヶ月以内の期間に限る

７５３円
入所日より３ヶ月以内の期間に限り、１週間に３度
を限度とする。退所後生活する居宅又は社会福祉施
設を訪問する。

３７７円
入所日より３ヶ月以内の期間に限り、１週間に３度
を限度とする

２３９円 ７，１７０円
認知症の入所者に対して介護老人保健施設サービス
を行った場合算定

３７７円 １１，３１０円 若年性認知症入所者を受入れた場合算定

１０７円 ３，２１０円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）イⅠ一、イ
１三、ロ１一、ロ１三を算定する場合

１４５円 ４，３５０円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）イⅠ二、イ
１四、ロ１二、ロ１四を算定する場合

１，１３５円 月６日を限度（基本料金に替えて）

２，５０９円 外泊時、施設の在宅サービスを利用した場合

１８９円 ５，６４３円
入所日から３０日間算定。急性期医療機関の一般病
棟への入院後３０日以内に老健入所した方

９４円 ２，８２２円 入所日から３０日間算定

１，２５４円 再入所時に管理栄養士が連携した場合

１，４１１円
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療
方針の決定を行った場合※



入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算（Ⅰ）

退所時情報提供加算（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅰ）

入退所前連携加算（Ⅱ）

訪問看護指示加算

栄養マネジメント強化加算

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

療養食加算

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅰ）イ

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅰ）ロ

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅲ）

緊急時治療管理１

所定疾患施設療養費Ⅰ

所定疾患施設療養費Ⅱ

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

認知症ケア推進加算（Ⅰ）

認知症ケア推進加算（Ⅱ）

認知症緊急対応加算1

リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算（Ⅰ）

リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算（Ⅱ）

１，５０５円
※にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定める
とともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した
場合

１，２５４円 退所後の療養上の指導を行った場合

１，５６８円
居宅に退所した場合　主治医に対して、情報提供を
行った

７８４円
医療機関に退所した場合　主治医に対して、情報提
供を行った

１，８８１円
居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービ
ス等の利用方針を定め、必要な情報提供を行った場
合

１，２５４円 居宅介護支援事業所に情報提供を行った場合

９４１円
訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を
交付した場合

３５円 １，０５０円 低栄養状態を改善するための計画を行った場合

８８円 ２，６４０円
経管により食事を摂取されている入所者の方毎に経
口移行計画を作成し、栄養管理を行った場合

１，２５４円 一月につき

３１４円 一月につき

２９８円 一月につき

３４５円 一月につき

１９円 １，７１０円 1食当たり、30日は90食で計算　1日に3回を限度

３１４円 入院前の主治医と連携した場合　一回限り

２２０円 一回限り

７５３円 一回限り

３１４円 一回限り

１，６２４円
入所者の病状が著しく変化した時に緊急的な医療行
為を行った場合

７５０円
別に厚生労働大臣が認める入所者（※1）に対し、投
薬、注射、処置等を行った場合

１，５０５円
上記に対して、医師が感染症対策に関する研修を受
講していること

１０円 ３００円 専門的な認知症ケアを行った場合

１３円 ３９０円

専門的な認知症ケアを行った場合
医師が、認知症状を認め、緊急入所が適当と判断し
た者に対して、入所した日から７日間を限度として
算定

４７１円 一回限り

３７７円 一回限り

６２７円

専門的な認知症ケアを行った場合
医師が、認知症状を認め、緊急入所が適当と判断し
た者に対して、入所した日から７日間を限度として
算定
認知症のおそれのある入所者を専門的な医療機関に
紹介した場合

１６７円 一月につき

１０４円 一月につき



褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅰ）

排せつ支援加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅲ）

自立支援推進加算

科学的介護推進体制
加算（Ⅰ）

科学的介護推進体制
加算（Ⅱ）

安全対策体制加算

高齢者施設等感染対策向上
加算（Ⅰ）

高齢者施設等感染対策向上
加算（Ⅱ）

新興感染症等施設療養費

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算
（Ⅰ）

１０円 一月につき

４１円 一月につき

３２円

イ、 排せつ介護を要する入所者ごとに要介護状態の
軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看
護師が施設入所時等に評価するとともに少なくとも
六月に一回評価を行い、その評価等を厚生労働省に
提出し、排泄支援にあたって当該情報等を活用して
いること。
ロ、 イの評価の結果、多職種にて排泄に介護を要す
る原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成支
援を継続して実施していることハ、
イの評価を基に少なくとも三月に一回、支援計画を
見直していること
一月につき1回　ＬＩＦＥ　前提

４８円

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設にて
要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時
と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改
善するとともにいずれにも悪化がない又は、オムツ
使用あり使用なしに改善していること
一月につき　ＬＩＦＥ　前提

６３円

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設にて
要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時
と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改
善するとともにいずれにも悪化がないかつ、オムツ
使用あり使用なしに改善していること
一月につき　ＬＩＦＥ　前提

９４１円 一月につき

１２６円

入所者利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔状
態、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に
係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること
一月につき　ＬＩＦＥ　前提

１８９円

入所者利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔状
態、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に
係る基本的な情報と疾病の状況及び服薬情報を厚生
労働省に提出していること
一月につき　ＬＩＦＥ　前提一月につき

６３円 一回限り

３２円 一月につき

１６円 一月につき

７５３円 一月に一回５日を限度

３１４円 一月につき

３２円 一月につき

６９円 ２，０７０円
介護職員の総数のうち介護福祉士70％以上
勤続10年以上の介護福祉士35％以上

５７円 １，７１０円 介護職員の総数のうち介護福祉士60％以上

１９円 ５７０円 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員75％以上

１９円 ５７０円 直接提供する職員の総数のうち勤続７年以上30％以上

所定単位数×７５／１０００



協力医療機関連携加算２

協力医療機関連携加算１ １５７円

上記以外の協力医療機関と連携している場合１６円

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師
又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保して
いること。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合にお
いて、診療を行う体制を常時確保していること。
③入所者等の病状が急変した場合等において、入院
を要すると認められた入所者等の入院を原則として
受け入れる体制を確保していること。※協力医療機
関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等
の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催して
いること。


